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県のしくみ 

県の仕事は、県民の代表機関である県議会の議決をへて、知事及び各種行政委員会で実施していくしくみになってい

ます。 

知事の仕事を進めるため、副知事を置くとともに知事部局８部２局６５課１室及び企業局の組織があります。 

行政委員会は、特に政治的に中立の立場で仕事を進めるために設けられています。 

 

栃木県の機構（令和７(２０２５)年４月１日現在） 
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総合政策部

経営管理部

生活文化スポーツ部

保健福祉部

環境森林部

産業労働観光部

農政部

県土整備部

危機管理防災局

会計局

企業局 

行政委員会 

県議会 

（議決機関） 

重要政策の企画立案・総合調整、地域の振興 等 

予算、職員その他県行政の運営一般 等 

県民生活、文化振興・スポーツ、その他県民の安全 等 

社会福祉、保健衛生、社会保障 等 

環境の保全、森林・林業 等 

商業・工業、労働、観光 等 

農業・水産業、農村の振興 等 

道路・河川、都市計画、交通体系、建築・住宅 等 

防災・危機管理 等 

公金管理、財務会計 等 

県営の電気事業、水道事業など 

教育委員会、人事委員会、公安委員会、監査委員、労働委員会、

選挙管理委員会、内水面漁場管理委員会、収用委員会 


